
　独立行政法人通則法の一部を改正する法律（ポイント）【平成27年4月1日施行】

　　○ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築

　　　　・　総務大臣は、目標・評価に関する指針を策定。

　　　　・　主務大臣は、指針に基づき、目標を設定・指示し、毎年度、業績評価を実施。

　　　　・　総務省の独立行政法人評価制度委員会は、主務大臣の目標案、中期目標期間の見込評価を点検。

　

 　　　③基金の理事長・監事からの
   　　　ヒアリング
 

 　　　⑥評価結果の通知

参考資料２

評　　価　　の　　ス　　キ　　ー　　ム

　   　評価に関する
       指針の通知

　⑦評価結果の点検
（中期目標期間の見込評価のみ）

④外部有識者から
　の意見聴取

 ②自己評価
 　の提出

　　　　報告

独立行政法人の評価について

　⑥評価結果の通知
（中期目標期間の見込評価のみ）

農林漁業信用基金

①自己評価の実施

独立行政法人評価有識者会議

農林漁業信用基金部会

主務大臣
（農林水産大臣・財務大臣）

⑤評価の実施
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